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2B7 規格競争における [ 良 い 競争業者 山 

0 山田 英夫 ( 早稲田大学 ) 

はじめに 

競争戦略の構築・ 実行にあ たって、 「良い競争業者」と「悪い 競争業者」との 識別は重要であ る。 

本報告では、 規格競争の場面において、 同規格の競争業者が 必ずしも「良い 競争業者」となるとは 限 

らず、 場合によっては「悪い 競争業者」となりうることを 事例研究から 検証した。 

]  「良 い 競争業者」の 概念 

競争業者を「良い 競争業者」と「悪い 競争業者」に 区分してとらえる 考え方が、 近年注目されてき 

ている。 「良い競争業者」とは M . ポータ一によって 提唱された概念であ り、 会社の競争地位を 強め 

る 競争業者のことを 言 う 。 競争業者はすべて 敵であ り、 排除すべき相手であ るという考え 方は適切で 

はなく、 数社の「良い 競争業者」をもっことの 方が望ましい 場合があ ると言われており、 「良 い 競争 

業者」をもっことの 利点として、 表 1 に示す 4 つ があ げられている。 

表 1  「良い競争業者」をもっことの 利点 

①自社の競争優位の 向上 : 需要変動の吸収、 差別化能力の 強化、 魅力のないセグメントを 任せる、 高 

コストに基づく 市場価格の形成、 独禁法違反の 危険性の低下、 モチベーシ， 

ン 向上等 

②業界構造の 現状改善 : 業界需要の拡大、 供給源の複数化、 業界構造の好ましい 要因を助長等 

③市場開発の 促進     市場開発コストの 分担、 買い手のリスク 低減、 技術の標準化の 促進、 業界 

のイメージ向上等 

④参入阻止     報復の可能性の 向上、 参入の難しさを 思い知らせる、 論理的参入路を 閉鎖、 

チャネルの混雑 ィヒ 等 

出所 : M . ポーター『 競き 優位の戦略』より 作成 

また「良い競争業者」を 参入させる選択 術 として、 ポーターは技術供与、 選択的報復、 選択的参入 

阻止、 新規参入を誘 う 提携をあ げている。 ハイテク分野においては、 このうち特に、 技術供与や戦略 

提携が多用されている。 とりわけ技術規格がからむ 競争に関して 言えば、 自社と同じ技術を 使 う 競争 

業者がたくさんあ ると、 技術が正統化あ るいは標準化される 過程が早まると 言われている。 
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2  「良い競争業者」の「良い」とは 何か 

ポーターは「良い 競争業者」という 概念を提起したが、 それは「良 い 競争業者」と @ 悪い競争業者」 

の 概念上の識別にとどまっており、 具体的な戦略遂行上のインプリメンテーションには 弱い。 また何 

をもって「良い - 」と判定するかに 関しても、 ポータ一の理論は 産業組織論をべ ー スとしているため、 

業界の平均収益率の 向上にウエイトがあ り、 企業戦略のレベルでは、 「競争地位を 強める」という 暖 

味 な表現にとどまっている。 

競争戦略の視点からは、 「良い」 「悪い」の判定は 業界の収益率ではなく、 その競争業者が 存在す 

ることにより、 その競争業者が 存在しない状態よりも 当該企業にとって 結果として「良い」状態にな 

る場合に、 その競争業者は 当該企業にとって「良い 競争業者」ととらえるべきであ ろう " この場合「 良 

い 」の評価基準としては、 表 1 をべ ー スに分析すると、 売上高、 マーケット・シェア、 利益などの量 

的向上の側面と、 差別化、 イメージ、 モチベーション 向上などの質的向上の 側面の 2 つが考えられる。 

本報告では、 量 ・ 質 少なくともどちらかの 面で当該企業にプラスの 影響を及ぼす 企業を、 「良い」 競 

手業者と定義した。 

3  規格競争における「良い 競争業者」 

「良い競争業者」の 存在や役割は、 規格競争の場面で 最も顕著になる。 規格競争とは、 「ほぼ同一 

0 機能をもっ製品に 関して、 基本的規格の 異なる複数の 製品が存在する 場合に行われる 企業間競争」 

と定義されるが、 あ る規格を業界の 事実上の標準 (De facto Standard) とするためには、 競争業者 

間の連携が必須となってきた。 なぜならば、 競争が激しく 技術革新の速くて 多い業界においては、 自 

社内ですべての 戦略手段を自己完結させることが 難しくなってきており、 他社との連携が 戦略上重要 

な課題となってきたからであ る。 最近のパーソナル・エノピュー タ をめぐる I BM とアップルの 提携 

や 、 UN I X の標準化をめぐる 2 つの企業グループの 並立などは、 それを象徴する 事例と言えよう。 

これまでの研究においては、 自社と同一の 規格に乗る競争業者を「良い 競争業者」の 必要条件とと 

みえてきたものが 多かった。 しかし、 同じ規格に乗ることが「良い 競争業者」の 必要十分条件であ る 

かの検証は行われておらず、 さらに同規格の「悪い 競争業者」の 存在は検証されていない。 また 異規 

格の場合にも、 「良い競争業者」と「悪い 競争業者」を 考えることができる。 ( 図 1 参照 ) 
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図 1  規格の同・ 異 と競争業者の ク イ ブ 
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本報告では、 図 1 のうち①と②に 焦点をあ て、 ②は存在し ぅ るのか、 そして存在するとしたらどの 

ような状況において 存在するのかについて、 事例研究を通じて 明らかにしょうと 試みた。 事例研究の 

対象としては、 パソコンの互換機市場の 形成過程に関して、 日米の 3 つのケースをとりあ げ分析を行っ 

尹 ・ Ⅰ O 

4  N E C のケース 

4 一 I  N E C のェ プソン訴訟 

1987 年 2 月セイコーエプソンは、 NEC の PCg800 シリーズとの 初の互換パソコン「 P じ 286 」を発 

表した。 PCg800 シリーズは当時累積出荷台数 100 万台を突破し、 16 ビット・パソコン 市場で 9 割の シェ 

アを 確保し、 4,000 本のソフトが 市場に出回っていた。 エプソンは、 新製品を事双に NE C に提供し、 

B I OS などを分析させた。 しかし NEC は調査の結果、 著作権 に抵触することが 判明したとし、 「 P 

C286 」の製造・販売の 差し止めを求める 仮処分を、 東京地裁に申請した。 

これに対し ェ プソンは、 「 PC286 」の販売を中止すると 共に、 B I OS などの基本 ソ ストの一部 

を差し替えた「 PC286 モデル 0 」 (BAS I C 抜き ) を発売した。 しかし 旧 B I OS に関する法廷 

闘争は続き、 また 新 B I 0S に関しても、 NEC は著作権 を侵害していないかの 調査に入った。 

その後エプソンは 9 月、 新たな互換機 2 機種を発表した。 これは従来欠けていた BAS I C も搭載 

し 、 互換機能を大幅に 向上させると 共に、 価格を NEC 製に比べて 30% 程度安くした。 ここに完全「 互 

換機 」としての ェ プソンの歴史が 始まった。 

なお著作権 に関する法廷闘争は、 1987 年 1U 月に両社は和解し、 互換機は法律的にも 一応解決された。 

4 -2  良い互換機メーカーと 悪い互換機メーカー 

NEC の企業行動を 競争戦略の視点から 見直してみると、 当時の NEC にとっては、 「あ まりに 強 

力な ライバルが互換機を 出してくることは 避けた い 。 しかし NEC l 社で孤立していると、 別の勢力 
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が 大きくなる恐れもあ るし、 PCg800 の市場がこれ 以 L 大きくならない ， ， 」という 事 ，清があ った 従っ 

て、 「良い競争業者」を : 必要としていた 時期なのであ った。 

日本のパソコン・メーカ 一の中には、 NEC 互換機の商品化を 検討していた 企業もあ ったが、 N E 

C の エ ブソンへの厳しい 対応を見て、 商品化を見合わせる 企業が出てきた。 実際に互換機の 開発を商 

品化 直前まで進めていながら、 発売を断俳した 三洋電機は「著作権 に対する NEc の警戒は想像以上 

のものだった。 事業としてのメリットよりも、 企業イメージの 損失が大きいと 判断し、 9800 互換機ビ   

ジネスを中止した」と 語っている。 

当時 NEC 互換機を開発しようとしていたノーカーとしては、 ・他にシャープ、 精工合、 AST リサ 

ーチなどがあ げられるが、 シャープ や 三洋などは、 その優れた製品開発力や 生産技術力、 マーケティ 

ングカから見て、 NEC にとって「悪い 競争業者」となりうる 資質を十分もっていた。 すな ね ち、 彼 

らが互換機を 出せば互換機市場は 広がるものの、 それが NE じの シェアを喰う 可能，性は高かったので 

あ る。 

そのような状況においては、 NEC にとっては、 強すぎることもなく、 そこそこの企業力をもった 

ェ プソンのような 企業に「良い 競争業者」となってもらい、 「悪い競争業者」への「参入の 阻止， の 

役割を演じてもらう 必要があ った。 従って 、 エ カノンに互換機を 出してもらうのが、 NEC にとって 

最も良いシナリオであ ったのであ る。 事実、 エ カノンが互換機を 出したことによって、 NEC の売上 

は 喰われるどころか、 逆に伸びてきたのであ る。 

以上を総合的に 判断すると、 NEC の訴訟の狙いは「 ェ プソンをイメージダウンさせることや 時間 

稼ぎ」とも報じられているが、 ェ プソンに互換機を 出させないためではなく、 「 PCg800 互換機への 

参入障壁は高い」ということをエプソン 以外の他社に 訴えることに 訴訟の実質的効果があ った。 すな 

わち NEC の訴訟は、 「良い競争業者」だけを 互換機市場に 参入させる高等戦術と 見ることもできる 

のであ る。 

5  I BM のケース 

米国 I BM は、 1981 年に I BM  PC を発表、 1982 年に PC ツ XT 、 そして 1984 年に PC /AT を 

発表した。 I BM のパソコン事業は、 開発当初から 従来の汎用機に 見られたクローズドな 戦略をとら 

ず 、 オープ、 ノ ・ポリシー をとったことが 特徴であ った。 すな ね ち、 CPU をインテルから、 0S を マ 

イクロソフトからというように、 パソコンの主要部分に 関しても外部企業から 調達し、 そのハードウェ 

アの 仕様を公開したのであ る。 また自社陣営育成のために、 周辺機器メーカーやソフトウェアハウス 

に対しても、 B I OS 周りのインターフェイス 仕様を公開した。 

このような I BM のオープン・ポリシーは、 パソコンの 急 成長期というタイミングとも 合致し、 発 

売 直後に法人市場で 75%(l, ものシェアを 獲得し、 またたく間に 世界最大のパソコン・メーカ 一に成長 したのであ る。 またオープン・ ポ リ シ の 結果、 コンパック、 フェニックス・テクノロン 一等の多数 

の 互換機 ( クローン・マシン ) メーカーが輩出し、 市場において I BM の規格は事実上の 標準になっ 
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ていったのであ る。 また、 仝 日 7 万本とも言われるアプリケーション・ソフトも 生み出されたのであ っ 

た   

しかし時間の 経過と共に、 オープン・ポリシ 一の 逆 側面として、 安価な互換機を 販売するメーカー 

が多数誕生し、 I BM はシェアを 18%(l, にまで落とし、 かつ収益も低迷してきた。 

こうした反省から、 1987 年に発表された 新機種 PS Ⅰ 2 に関しては、 I BM はクローズド・ポリシ 

一へ 戦略を転換した。 具体的には、 拡張スロットとバスの 規格を、 それまでの AT バスから MCA に 

改め、 これを公開の ，清韓ではなく、 各メーカーが 個 5U に I BM と契約する仕組みとした。 これは明ら 

かに互換機つぶしの 戦略と言え、 互換機メーカーは 大きな打撃を 受けた。 しかし後に互換機メーカー 

は、 AT バスを拡張した E I SA バスで対抗したり、 MCA 対応の互換機も 発売されるようになった。 

以上のように、 クローン・メーカーは 初期には「 I BM スタンダード」を 確立するための「良い 競 

手業者」となったが、 後に I BM のシェアを奪う「悪い 競 き 業者 ソ へと転化していったのであ った。 

6  日本 I BM のケース 

6 一 1  日本 I BM の DOS/V 公開 

日本 I BM は 1990 年 12 月、 同社のパソコンの 0S の製品・技術情報を、 希望する企業に 公開すると 

発表した。 これまで著作権 に厳しい姿勢をとっていた I BM が 、 自ら互換機を 製造するように 呼びか 

けたのは、 世界の I BM 史上でも初めてのことであ った。 公開されたのは、 ① I BM の PC/AT の 

製品情報とテスト 環境、 ② 0S 「 DOS  J4.0 Ⅰ V 」、 ③画面制御規格「 VGA 」の LS l および 

技術情報の 3 点であ った。 これによって、 世界の標準となっている I BM のパソコンと 日本のパソコ 

ンが 、 事実上統合されることになった。 

I BM は大型コンピュータの 雄 として世界を 制覇してきたが、 ダウンサイジングの 流れの中で、 パ 

ソコンの比重が 次第に高まってきた。 しかし日本においては、 NEC の牙城を崩せないでいた。 そこ 

で自ら互換機を 奨励するような 路線に転向したのであ る。 

こうした日本 I BM の発表に対して、 東芝、 キヤノン、 三菱電機、 日立などは参加に 前向きの姿勢 

を 示し、 1991 年 3 月には OADG (. オープン・アーキテクチャー 推進協議会 ) が結成された。 これに 

は、 NEC 、 セイコー ェ プソン、 富士通を除く 主要パソコン・ノーカ 一のほとんどが 参加した。 (19 

92 年 7 月には、 セイコーエプソンも 加盟した。 ) 

6 一 2  予想、 されるシナリオ 

仝回の 0S 公開に伴 う シナリオには、 日本 I BM 、 OADG 加盟企業双方の 思惑を抜きに 考える 訳 

にはいかない。 もちろん OADG 加盟企業も多数に 渡り各社の思惑は 異なるが、 ここでは全企業を ト 

一タル した総合的 パヮ 一で考えることとする。 

双方の立場から 見たシナリオを 考えると、 日本 I BM にとって「 DOS ソ V を事実上の標準とする と と 」 そこで「日本 I BM が高い売上高、 マーケット・シェアを 確保すること」との 間には、 戦 
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略 的なジレンマが 存在する。 

すな ね ち、 0ADG; 加盟企業が本格的に 開発・マーケティンバに 取り組むことになれば、 り 0S ノ， 

V 市場は拡大するものの、 コスト・パフォーマンスに 優れる日本企業がシェアを 奪い、 日本 I BM の 

、 ンエ アは期待された 程には大きくならない 可能性が高い。 ， 

㈹ G 企業は当初は DoS/v 市場を拡大する「良 い 競争業者の」役割を 果たすが、 彼らが本気 

になってくると、 仝度は日本 I BM のシェアを喰う「悪い 競争業者」になりえる。 きらに、 台湾等か 

らの DOS/V 搭載の低価格機の 国内市場流入も 日本 I BM にとっての「悪い 競争業者」となりうる     

一方、 日本 I BM が当初から自社の 高 い 売上、 シェアを狙って 技術情報の公開を 中途半端に進めた 

場合や、 0ADG 加盟企業が「加盟企業が 皆 互換機を出し DOS/V という新たな 標準が確立した 後、 

日本 I BM がオープン・ポリシー からクローズドに 戦略転換し、 開発機能が空洞化した 日本企業を一 

挙 た 振り落とすのでは・・」というような 半信半疑でいる 場合には、 OADG 企業は自社のアーキテ 

クチャーを捨ててまで DOS Ⅰ V 機に賭ける訳にいかず、 日本 I BM は DOS/V 市場においては トッ 

プシェアを確保しながらも、 DOS/V 市場は大きくならない。 この場合には、 同じ規格にのってく 

れないという 意味で、 OADG 企業は日本 I BM にとって「悪い 競争業者」であ り続けることになる。 

おわりに 

仝回の事例研究からは、 NEC (PCg80(@ 互換機 ) にとってのエプソン、 I BM (PC/AT 互換 

機 ) にとっての初期のクローン・メーカ 一などは、 自社規格を市場の 事実上の標準とし、 市場を拡大 

させるための「良い 競争業者」であ ったことがわかる。 

しかし一方で、 NEC にとってのシャープや 三洋電機 ( これらは具現化しなかったが ) 、 I BM に 

とっての後期のクローシ・メーカⅠ日本 I BM (DOS,V 規格 ) にとって本気となって DOS ソ 

V に賭けてきた OADG 企業などは、 ・自社規格の 市場は拡大するが、 かえって自社はシェアを 落とす 

という意味で、 「同規格の悪い 競争業者」となりえることが 示された。 

すなわち規格競きを 考える上では、 「自社規格市場の 拡大」と「自社シェアの 向上」は必ずしも 同 

特達成されるものでないことがわかった。 そして「同規格の 良い競争業者」が 存在する反面、 「同規 

格の悪い競争業者」も 存在することが 明らかになった。 

仝後の研究としては、 自社規格市場の 拡大と自社のシェアの 拡大が必ずしもリンクしないというこ 

とであ れば、 「 異 規格の良い競争業者」というものは 存在しうるか、 存在するとしたらその 存立要件 は 何かということも 分析していく 必要があ ろ つ ・ 

注 (1):  Busi Ⅱ ess Ⅱ eek  lg91.6,17 
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